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鈴木千佳子教授略歴・主要業績

鈴
木
千
佳
子
教
授
略
歴

一
九
八
三
年
三
月

　
　
　
慶
應
義
塾
大
学
法
学
部
法
律
学
科
卒
業

一
九
八
五
年
三
月

　
　
　
慶
應
義
塾
大
学
大
学
院
法
学
研
究
科
修
士
課
程
民
事
法
学
専
攻
（
法
学
修
士
）

一
九
八
九
年
三
月

　
　
　
慶
應
義
塾
大
学
大
学
院
法
学
研
究
科
博
士
課
程
民
事
法
学
専
攻
単
位
取
得
退
学

一
九
八
九
年
四
月

　
　
　
慶
應
義
塾
大
学
法
学
部
専
任
講
師

一
九
九
三
年
四
月

　
　
　
慶
應
義
塾
大
学
法
学
部
助
教
授

一
九
九
六
年
四
月

　
　
　
慶
應
義
塾
大
学
通
信
教
育
部
法
学
部
学
習
指
導
主
任
（
一
九
九
七
年
九
月
ま
で
）

一
九
九
八
年
四
月

　
　
　
フ
ラ
ン
ス
パ
リ
第
一
大
学
留
学
（
二
〇
〇
〇
年
三
月
ま
で
）

二
〇
〇
三
年
一
〇
月

　
　
慶
應
義
塾
学
生
総
合
セ
ン
タ
ー
副
部
長
（
二
〇
〇
五
年
九
月
ま
で
）

二
〇
〇
三
年
一
〇
月

　
　
日
本
私
法
学
会
運
営
懇
談
会
委
員
（
二
〇
〇
九
年
九
月
ま
で
）

二
〇
〇
四
年
四
月

　
　
　
慶
應
義
塾
大
学
法
学
部
教
授
（
現
在
に
至
る
）

二
〇
一
二
年
七
月

　
　
　
独
立
行
政
法
人
日
本
学
生
支
援
機
構
業
績
優
秀
者
返
還
免
除
認
定
委
員
会
委
員
（
現
在
ま
で
）

二
〇
一
三
年
一
〇
月

　
　
慶
應
義
塾
大
学
通
信
教
育
部
学
生
部
長
（
二
〇
一
七
年
九
月
ま
で
）

二
〇
一
七
年
一
〇
月

　
　
慶
應
義
塾
女
子
高
等
学
校
校
長
兼
任
（
二
〇
二
二
年
九
月
ま
で
）

二
〇
二
二
年
一
〇
月

　
　
慶
應
義
塾
大
学
教
職
課
程
セ
ン
タ
ー
所
長
兼
任
（
現
在
に
至
る
）

二
〇
二
三
年
一
〇
月

　
　
日
本
私
法
学
会
理
事
（
二
〇
二
五
年
九
月
ま
で
）
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二
〇
二
四
年
四
月　
　
　

公
益
財
団
法
人
日
本
証
券
奨
学
財
団
奨
学
生
選
考
委
員
会
委
員
（
現
在
に
至
る
）

　

そ
の
ほ
か
、
株
式
会
社
京
三
製
作
所
買
収
防
衛
策
に
関
す
る
独
立
委
員
会
委
員
、
公
益
財
団
法
人
三
菱
ガ
ス
化
学
記
念
財
団
評
議
員
、

監
査
法
人Grow

th

独
立
第
三
者
委
員
な
ど
を
務
め
る
。
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鈴
木
千
佳
子
教
授
主
要
業
績

1
．
著
書

『
法
学
を
や
さ
し
く
学
ぶ
』（
共
著
）�

中
央
経
済
社
、
一
九
九
三
年

『
会
社
法
辞
典
』（
共
著
）�

中
央
経
済
社
、
一
九
九
四
年

『
演
習
ノ
ー
ト
会
社
法
（
第
六
版
）（
第
七
版
）』（
共
著
）�

法
学
書
院
、
二
〇
〇
六
年
、
二
〇
一
六
年

『
現
代
会
社
法
用
語
辞
典
』（
共
著
）�

税
務
経
理
協
会
、
二
〇
〇
八
年

『
入
門
講
義
会
社
法
（
初
版
）（
第
二
版
）（
第
三
版
）』�

慶
應
義
塾
大
学
出
版
会
、
二
〇
一
三
年
、
二
〇
一
七
年
、
二
〇
二
三
年

『
会
社
法
コ
ン
メ
ン
タ
ー
ル
（
3
）』（
共
著
）�

商
事
法
務
、
二
〇
一
三
年

『
会
社
法
コ
ン
メ
ン
タ
ー
ル
（
5
）』（
共
著
）�

商
事
法
務
、
二
〇
一
三
年

『
会
社
法
コ
ン
メ
ン
タ
ー
ル
（
2
）』（
共
著
）�

商
事
法
務
、
二
〇
一
四
年

『
会
社
法
コ
ン
メ
ン
タ
ー
ル
補
巻
（
平
成
二
六
年
改
正
）』（
共
著
）�

商
事
法
務
、
二
〇
一
九
年

2
．
論
文
等

「
会
社
の
分
割
に
つ
い
て
の
一
考
察
」
慶
應
義
塾
⼤
学
⼤
学
院
法
学
研
究
科
論
⽂
集
二
一
号
（
一
九
八
五
年
）
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「
会
社
役
員
の
報
酬
規
制
と
退
職
慰
労
⾦
」
法
律
の
ひ
ろ
ば
四
一
巻
五
号
（
一
九
八
八
年
）

「
従
業
員
持
株
制
度
に
お
け
る
便
宜
供
与
の
諸
問
題
」
慶
應
義
塾
⼤
学
⼤
学
院
法
学
研
究
科
論
⽂
集
二
八
号
（
一
九
八
八
年
）

「
⼀⼈

会
社
と
株
主
総
会
」
法
学
研
究
六
五
巻
六
号
（
一
九
九
二
年
）

「
⼀⼈

会
社
に
お
け
る
取
締
役
会
の
意
義
―
―
取
締
役
・
会
社
間
の
取
引
を
中
⼼
に
」
法
学
研
究
六
五
巻
一
一
号
（
一
九
九
二
年
）

「
株
主
総
会
に
よ
る
取
締
役
の
解
任
に
関
す
る
⼀
考
察
」
法
学
研
究
六
六
巻
一
号
（
一
九
九
三
年
）

「
取
締
役
会
決
議
を
⽋
く
新
株
発
⾏
の
効
⼒
を
め
ぐ
る
諸
問
題
」
法
学
研
究
六
六
巻
一
二
号
（
一
九
九
三
年
）

「
⼀⼈

会
社
と
株
主
総
会
（
昭
和
四
六
・
六
・
二
四
最
⾼⼀

⼩
判
）」
倉
澤
康
一
郎
教
授
還
暦
記
念
論
文
集
『
商
法
の
判
例
と
論
理
―
―
昭

和
四
〇
年
代
の
最
⾼
裁
判
例
を
め
ぐ
っ
て
』（
日
本
評
論
社
、
一
九
九
四
年
）

「〈
立
法
紹
介
〉
会
社
法
の
簡
略
化
―
―
イ
ニ
シ
ア
チ
ブ
と
個
⼈
企
業
に
関
す
る
一
九
九
四
年
二
⽉
一
一
⽇
の
法
律
第
九
四
―

一
二
六
号
」

⽇
仏
法
学
一
九
号
（
一
九
九
五
年
）

「
⼀⼈

会
社
と
株
主
総
会
〈
研
究
報
告
〉」
私
法
五
八
号
（
一
九
九
六
年
）

「
株
主
総
会
論
」
岩
崎
稜
先
⽣
追
悼
論
⽂
集
『
昭
和
商
法
学
史
』（
日
本
評
論
社
、
一
九
九
六
年
）

「
書
⾯
投
票
制
度
の
問
題
点
と
そ
の
展
望
」
法
学
研
究
七
〇
巻
一
号
（
一
九
九
七
年
）

「
偽
造
者
の
責
任
」
河
本
一
郎
ほ
か
編
『
現
代
手
形
小
切
手
法
講
座
（
第
二
巻
）』（
成
文
堂
、
二
〇
〇
〇
年
）

「
会
社
組
織
お
よ
び
活
動
の
柔
軟
性
―
―
フ
ラ
ン
ス
の
簡
易
株
式
制
会
社
に
つ
い
て
」
法
学
研
究
七
三
巻
二
号
（
二
〇
〇
〇
年
）

「
フ
ラ
ン
ス
の
簡
易
株
式
会
社
の
一
九
九
九
年
改
正
に
つ
い
て
」
法
学
研
究
七
三
巻
一
二
号
（
二
〇
〇
〇
年
）

「
会
社
の
区
分
と
株
主
の
数
」
法
学
研
究
七
四
巻
一
一
号
（
二
〇
〇
一
年
）

「
⼩
会
社
監
査
役
論
」
法
学
研
究
七
六
巻
一
〇
号
（
二
〇
〇
三
年
）

「
譲
渡
制
限
会
社
に
お
け
る
機
関
構
造
の
柔
軟
化
に
伴
う
問
題
点
」
山
本
爲
三
郎
編
『
新
会
社
法
の
基
本
問
題
』（
慶
應
義
塾
大
学
出
版
会
、

二
〇
〇
六
年
）

「
商
法
（
特
集　
二
〇
〇
六
年
学
界
回
顧
）」（
共
著
）
法
律
時
報
七
八
巻
一
三
号
（
二
〇
〇
六
年
）
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「
商
法
（
特
集　
二
〇
〇
七
年
学
界
回
顧
）」（
共
著
）
法
律
時
報
七
九
巻
一
三
号
（
二
〇
〇
七
年
）

「
商
法
（
特
集　
二
〇
〇
八
年
学
界
回
顧
）」（
共
著
）
法
律
時
報
八
〇
巻
一
三
号
（
二
〇
〇
八
年
）

「
会
社
の
『
事
業
の
た
め
に
す
る
⾏
為
』
の
意
義
」
法
学
研
究
八
二
巻
一
号
（
二
〇
〇
九
年
）

「
決
議
取
消
し
等
の
会
社
法
上
の
訴
え
と
訴
え
の
利
益
の
消
滅
」
会
社
法
の
争
点
（
ジ
ュ
リ
ス
ト
増
刊
）（
二
〇
〇
九
年
）

「
取
締
役
会
設
置
会
社
以
外
の
株
式
会
社
に
関
す
る
株
主
総
会
の
法
規
制
―
―
招
集
⼿
続
を
中
⼼
と
し
て
」
法
学
研
究
八
二
巻
一
二
号

（
二
〇
〇
九
年
）

「
濫
用
的
会
社
分
割
と
債
権
者
異
議
手
続
の
問
題
点
」
山
本
爲
三
郎
編
『
企
業
法
の
法
理
』（
慶
應
義
塾
大
学
出
版
会
、
二
〇
一
二
年
）

「
第
三
の
選
択
肢
と
し
て
の
監
査
等
委
員
会
設
置
会
社
制
度
の
問
題
点
」
法
学
研
究
八
九
巻
一
号
（
二
〇
一
六
年
）

「
取
締
役
会
設
置
会
社
に
お
け
る
代
表
取
締
役
の
選
定
・
解
職
の
決
定
に
関
す
る
定
款
⾃
治
」
法
学
政
治
学
論
究
一
三
二
号
（
二
〇
二
二

年
）

「
取
締
役
会
非
設
置
会
社
に
お
い
て
取
締
役
が
二
⼈
以
上
選
任
さ
れ
た
場
合
の
業
務
執
⾏
に
つ
い
て
の
序
論
的
考
察
」
法
学
研
究
九
六
巻

一
号
（
二
〇
二
三
年
）

3
．
判
例
評
釈

「
従
業
員
は
退
職
時
に
従
業
員
持
株
制
度
に
よ
っ
て
得
た
株
式
を
会
社
に
譲
渡
す
る
旨
の
会
社
・
従
業
員
間
の
契
約
の
効
⼒
（
昭
和
五

七
・
二
・
一
九
神
⼾
地
尼
崎
⽀
判
）」
法
学
研
究
六
一
巻
一
〇
号
（
一
九
八
八
年
）

「
代
表
取
締
役
が
取
締
役
会
決
議
を
経
な
い
で
な
し
た
新
株
発
⾏
の
効
⼒
（
昭
和
五
九
・
七
・
二
三
浦
和
地
判
）」
法
学
研
究
六
三
巻
四
号

（
一
九
九
〇
年
）

「
有
限
会
社
法
四
〇
条
一
項
一
号
に
い
う
営
業
の
重
要
な
る
⼀
部
の
譲
渡
に
あ
た
る
と
認
め
ら
れ
た
事
例
（
昭
和
五
九
・
一
二
・
二
五
東

京
⾼
判
）」
法
学
研
究
六
四
巻
九
号
（
一
九
九
一
年
）
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「
公
正
証
書
遺
⾔
の
有
効
性
を
疑
う
に
た
り
る
相
当
の
理
由
が
あ
る
場
合
、
株
主
総
会
の
議
⻑
は
議
⻑
権
限
に
よ
っ
て
そ
の
遺
贈
株
式
の

議
決
権
⾏
使
を
拒
否
で
き
る
と
し
た
事
例
（
昭
和
六
一
・
八
・
七
⼤
阪
⾼
判
）」
法
学
研
究
六
五
巻
一
一
号
（
一
九
九
二
年
）

「
代
表
取
締
役
が
会
社
所
有
の
⼟
地
を
不
当
に
安
い
賃
料
で
⾃
⼰
の
実
質
的
に
経
営
す
る
会
社
に
貸
し
つ
け
た
こ
と
に
よ
り
株
主
は
配
当

受
領
可
能
⾦
額
に
つ
き
侵
害
を
受
け
た
と
し
て
、
当
該
代
表
取
締
役
に
商
法
二
六
六
条
ノ
三
の
責
任
を
認
め
た
事
例
（
昭
和
六
二
・

一
〇
・
二
八
福
岡
地
判
）」
法
学
研
究
六
七
巻
一
号
（
一
九
九
四
年
）

「
営
業
譲
渡
と
商
号
の
続
⽤
（
昭
和
三
八
・
三
・
一
最
⾼⼆

⼩
判
）」
商
法
（
総
則
・
商
⾏
為
）
判
例
百
選
〈
第
三
版
〉（
別
冊
ジ
ュ
リ
ス

ト
一
二
九
号
）（
一
九
九
四
年
）

「
設
⽴
中
の
会
社
の
発
起
⼈
の
⼀⼈

が
代
表
取
締
役
と
し
て
締
結
し
た
⼿
形
取
引
契
約
の
効
⼒
が
設
⽴
後
の
会
社
に
及
ば
な
い
と
さ
れ
た

事
例
（
昭
和
六
三
・
五
・
一
八
東
京
地
判
）」
法
学
研
究
六
八
巻
三
号
（
一
九
九
五
年
）

「
株
式
の
譲
渡
制
限
を
定
款
に
定
め
る
会
社
に
お
い
て
、
株
式
の
譲
渡
に
つ
き
株
主
全
員
の
承
諾
が
あ
っ
た
と
き
は
、
そ
の
譲
渡
は
会
社

に
対
す
る
関
係
に
お
い
て
も
有
効
で
あ
る
と
し
た
事
例
（
平
成
二
・
一
一
・
二
九
東
京
⾼
判
）」
法
学
研
究
六
九
巻
九
号
（
一
九
九

六
年
）

「
代
表
取
締
役
が
取
締
役
会
の
決
議
を
経
な
い
で
し
た
取
締
役
解
任
の
株
主
総
会
決
議
が
不
存
在
と
さ
れ
た
事
例
な
ら
び
に
代
表
取
締
役

が
取
締
役
会
決
議
を
経
な
い
で
し
た
新
株
発
⾏
が
無
効
と
さ
れ
た
事
例
（
平
成
三
・
九
・
二
〇
⼤
阪
⾼
判
）」
法
学
研
究
七
〇
巻
八

号
（
一
九
九
七
年
）

「
い
わ
ゆ
る
⼩
会
社
の
監
査
役
に
第
三
者
に
対
す
る
責
任
を
認
め
た
事
例
（
平
成
四
・
一
一
・
二
七
東
京
地
判
）」
法
学
研
究
七
一
巻
五
号

（
一
九
九
八
年
）

「
株
主
総
会
の
会
場
分
離
と
従
業
員
株
主
の
協
⼒
に
よ
る
議
事
進
⾏
（
平
成
一
〇
・
三
・
一
八
⼤
阪
地
判
）」
法
学
研
究
七
四
巻
三
号
（
二

〇
〇
一
年
）

「『
社
員
は
他
の
社
員
の
過
半
数
の
決
議
に
よ
り
退
社
す
る
』
旨
の
合
資
会
社
の
定
款
規
定
の
有
効
性
（
平
成
九
・
一
〇
・
一
三
東
京
地

判
）」
法
学
研
究
七
五
巻
九
号
（
二
〇
〇
二
年
）
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「
営
業
譲
渡
と
商
号
の
続
⽤
（
昭
和
三
八
・
三
・
一
最
⾼⼆

⼩
判
）」
商
法
（
総
則
・
商
⾏
為
）
判
例
百
選
〈
第
四
版
〉（
別
冊
ジ
ュ
リ
ス

ト
一
六
四
号
）（
二
〇
〇
二
年
）

「
相
殺
と
⼿
形
の
返
還
先
（
昭
和
五
〇
・
九
・
二
五
最
⾼⼀

⼩
判
）」
⼿
形
⼩
切
⼿
判
例
百
選
〈
第
六
版
〉（
別
冊
ジ
ュ
リ
ス
ト
一
七
三
号
）

（
二
〇
〇
四
年
）

「
新
株
発
⾏
不
存
在
確
認
の
訴
え
に
お
け
る
新
株
発
⾏
の
実
体
の
有
無
（
平
成
一
四
・
八
・
二
一
名
古
屋
⾼
判
）」
法
学
研
究
七
八
巻
一
号

（
二
〇
〇
五
年
）

「
⼀⼈

株
主
が
会
社
の
経
営
を
事
実
上
掌
握
し
て
い
る
場
合
に
名
目
的
代
表
取
締
役
は
会
社
に
対
し
て
は
善
管
注
意
義
務
・
監
視
監
督
義

務
の
責
任
を
負
わ
な
い
と
さ
れ
た
事
例
（
平
成
一
五
・
九
・
三
〇
東
京
⾼
判
）」
法
学
研
究
七
八
巻
一
二
号
（
二
〇
〇
五
年
）

「
違
法
な
⾃
⼰
株
式
取
得
に
よ
る
会
社
の
損
害
（
平
成
一
五
・
三
・
五
⼤
阪
地
判
）」
会
社
法
判
例
百
選
（
別
冊
ジ
ュ
リ
ス
ト
一
八
〇
号
）

（
二
〇
〇
六
年
）

「
保
有
株
式
が
無
価
値
と
な
っ
て
し
ま
っ
た
場
合
に
お
け
る
株
主
か
ら
取
締
役
に
対
す
る
直
接
の
損
害
賠
償
請
求
（
平
成
一
七
・
一
・
一

八
東
京
⾼
判
）」
平
成
一
七
年
度
重
要
判
例
解
説
（
ジ
ュ
リ
ス
ト
臨
時
増
刊
一
三
一
三
号
）（
二
〇
〇
六
年
）

「
会
社
の
新
設
分
割
に
お
い
て
分
割
会
社
が
債
務
履
⾏
の
⾒
込
み
が
な
っ
た
こ
と
を
理
由
に
分
割
無
効
の
訴
え
が
認
容
さ
れ
た
事
例
（
平

成
一
六
・
一
〇
・
二
九
名
古
屋
地
判
）」
法
学
研
究
八
〇
巻
四
号
（
二
〇
〇
七
年
）

「
営
業
譲
渡
と
商
号
の
続
⽤
（
昭
和
三
八
・
三
・
一
最
⾼⼆

⼩
判
）」
商
法
（
総
則
・
商
⾏
為
）
判
例
百
選
〈
第
五
版
〉（
別
冊
ジ
ュ
リ
ス

ト
一
九
四
号
）（
二
〇
〇
八
年
）

「
⼀⼈

会
社
に
お
い
て
⼀⼈

株
主
は
代
表
取
締
役
に
就
任
し
て
い
る
場
合
も
そ
の
任
務
に
違
背
し
て
会
社
に
損
害
を
加
え
た
時
は
会
社
に

対
す
る
責
任
を
負
い
、
責
任
は
当
然
に
は
免
除
さ
れ
な
い
と
さ
れ
た
事
例
（
平
成
二
〇
・
七
・
一
八
東
京
地
判
）」
法
学
研
究
八
三

巻
八
号
（
二
〇
一
〇
年
）

「
違
法
な
⾃
⼰
株
式
取
得
に
よ
る
会
社
の
損
害
（
平
成
一
五
・
三
・
五
⼤
阪
地
判
）」
会
社
法
判
例
百
選
〈
第
二
版
〉（
別
冊
ジ
ュ
リ
ス
ト

二
〇
五
号
）（
二
〇
一
一
年
）
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「
会
社
法
八
五
四
条
に
い
う
役
員
解
任
の
訴
え
に
お
い
て
当
該
任
期
の
開
始
前
に
発
⽣
・
判
明
し
た
事
由
は
取
締
役
の
解
任
事
由
に
該
当

し
な
い
と
し
た
事
例
（
平
成
二
一
・
九
・
二
五
京
都
地
宮
津
⽀
判
）」
法
学
研
究
八
五
巻
六
号
（
二
〇
一
二
年
）

「
会
社
の
経
営
を
⽀
配
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
事
実
上
の
取
締
役
に
対
し
て
、
第
三
者
に
対
す
る
責
任
が
認
め
ら
れ
た
事
例
（
平
成
二

三
・
一
〇
・
三
一
⼤
阪
地
判
）」
法
学
研
究
八
六
巻
五
号
（
二
〇
一
三
年
）

「
濫
⽤
的
会
社
分
割
に
対
す
る
詐
害
⾏
為
取
消
権
の
⾏
使
（
平
成
二
四
・
一
〇
・
一
二
最
⾼⼆

⼩
判
）」
私
法
判
例
リ
マ
ー
ク
ス
二
〇
一
四

年
（
上
）（
法
律
時
報
別
冊
）（
二
〇
一
四
年
）

「
取
締
役
会
設
置
会
社
の
取
締
役
の
会
社
に
対
す
る
会
計
帳
簿
等
閲
覧
請
求
権
は
認
め
ら
れ
な
い
と
さ
れ
た
事
例
（
平
成
二
三
・
一
〇
・

一
八
東
京
地
判
）」
法
学
研
究
八
七
巻
一
〇
号
（
二
〇
一
四
年
）

「
相
殺
と
⼿
形
の
返
還
先
（
昭
和
五
〇
・
九
・
二
五
最
⾼⼀

⼩
判
）」
⼿
形
⼩
切
⼿
判
例
百
選
〈
第
七
版
〉（
別
冊
ジ
ュ
リ
ス
ト
二
二
二
号
）

（
二
〇
一
四
年
）

「
代
理
出
席
を
含
む
全
員
出
席
総
会
の
決
議
の
効
⼒
（
昭
和
六
〇
・
一
二
・
二
〇
最
⾼⼆

⼩
判
）」
会
社
法
判
例
百
選
〈
第
三
版
〉（
別
冊

ジ
ュ
リ
ス
ト
二
二
九
号
）（
二
〇
一
六
年
）

「
非
公
開
会
社
に
お
け
る
株
主
総
会
決
議
を
⽋
く
新
株
発
⾏
は
無
効
原
因
に
該
当
す
る
が
、
特
段
の
事
情
と
し
て
既
存
株
主
の
す
べ
て
が

持
株
⽐
率
の
減
少
を
了
承
し
て
い
た
こ
と
を
認
め
、
新
株
発
⾏
は
無
効
と
な
ら
な
い
と
し
た
事
例
（
平
成
二
五
・
四
・
一
二
⼤
阪
⾼

判
）」
法
学
研
究
八
九
巻
一
〇
号
（
二
〇
一
六
年
）

「
営
業
譲
渡
と
商
号
の
続
⽤
（
昭
和
三
八
・
三
・
一
最
⾼⼆

⼩
判
）」
商
法
判
例
百
選
（
別
冊
ジ
ュ
リ
ス
ト
二
四
三
号
）（
二
〇
一
九
年
）

「
招
集
⼿
続
に
法
令
違
反
が
あ
る
た
め
取
締
役
会
決
議
に
は
瑕
疵
が
あ
る
が
そ
の
瑕
疵
が
決
議
の
結
果
に
影
響
が
な
い
と
認
め
ら
れ
る
べ

き
特
段
の
事
情
が
あ
る
と
し
て
当
該
決
議
が
有
効
と
さ
れ
た
事
例
（
平
成
二
九
・
四
・
一
三
東
京
地
判
）」
法
学
研
究
九
二
巻
一
一

号
（
二
〇
一
九
年
）

「
代
理
出
席
を
含
む
全
員
出
席
総
会
の
決
議
の
効
⼒
（
昭
和
六
〇
・
一
二
・
二
〇
最
⾼⼆

⼩
判
）」
会
社
法
判
例
百
選
〈
第
四
版
〉（
別
冊

ジ
ュ
リ
ス
ト
二
五
四
号
）（
二
〇
二
一
年
）
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「
取
締
役
会
に
よ
る
代
表
取
締
役
の
解
職
決
議
は
有
効
で
あ
り
、
解
職
さ
れ
た
代
表
取
締
役
は
将
来
得
ベ
か
り
し
報
酬
に
相
当
す
る
損
害

賠
償
を
請
求
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
さ
れ
た
事
例
（
平
成
三
一
・
四
・
一
七
富
⼭
地
⾼
岡
⽀
判
）」
法
学
研
究
九
四
巻
一
二
号

（
二
〇
二
一
年
）

「
合
同
会
社
の
社
員
に
つ
い
て
、
当
該
対
象
社
員
に
除
名
事
由
が
あ
る
と
は
認
め
ら
れ
な
い
と
さ
れ
た
事
例
（
令
和
元
・
一
二
・
一
一
東

京
⾼
判
）」
法
学
研
究
九
五
巻
一
一
号
（
二
〇
二
二
年
）

「
勧
告
的
な
意
味
を
有
す
る
株
主
提
案
の
取
り
扱
い
（
令
和
三
・
六
・
七
京
都
地
決
）」
法
学
研
究
九
六
巻
七
号
（
二
〇
二
三
年
）

「
株
主
総
会
の
定
⾜
数
に
頭
数
要
件
を
定
め
た
定
款
の
効
⼒
と
そ
の
適
⽤
範
囲
（
令
和
四
・
一
〇
・
三
一
東
京
⾼
判
）」
法
学
研
究
九
七
巻

一
〇
号
（
二
〇
二
四
年
）

4
．
そ
の
他

「
宝
さ
が
し
」
三
田
評
論
一
九
八
九
年
一
〇
月
号

「
学
生
時
代
を
振
り
返
っ
て
」
三
色
旗
（
慶
應
義
塾
大
学
通
信
教
育
部
）
五
〇
一
号
（
一
九
八
九
年
）

「
バ
ブ
ル
崩
壊
が
影
響
を
与
え
た
法
律
問
題
と
そ
の
後
」
三
色
旗
（
慶
應
義
塾
大
学
通
信
教
育
部
）
五
九
八
号
（
一
九
九
八
年
）

「
い
つ
の
日
か
…
」
三
色
旗
（
慶
應
義
塾
大
学
通
信
教
育
部
）
六
五
九
号
（
二
〇
〇
三
年
）

「
倉
澤
康
一
郎
先
生
の
思
い
出
〈
倉
澤
康
⼀
郎
先
⽣
追
悼
記
事
〉」
法
学
研
究
八
三
巻
一
一
号
（
二
〇
一
〇
年
）

「
米
津
先
生
の
お
茶
の
間
〈
米
津
昭
子
先
生
追
悼
記
事
〉」
三
田
評
論
二
〇
一
一
年
一
月
号

「
生
涯
の
恩
師
―
米
津
昭
子
先
生
（
米
津
昭
子
先
生
追
悼
記
事
）」
法
学
研
究
八
四
巻
一
〇
号
（
二
〇
一
一
年
）

「〈
半
学
半
教
〉
会
社
法
の
学
び
を
通
じ
て
生
涯
付
き
合
え
る
友
を
得
る
こ
と
」
塾
二
九
五
号
（
二
〇
一
七
年
）

「
季
節
の
移
ろ
い
の
中
で
」
三
色
旗
（
慶
應
義
塾
大
学
通
信
教
育
部
）
八
六
一
号
（
二
〇
二
五
年
）




